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諮問庁：総務大臣 

諮問日：平成２８年３月１７日（平成２８年（行個）諮問第５１号） 

答申日：平成２８年９月１４日（平成２８年度（行個）答申第９７号） 

事件名：本人が特定日に行政相談をした事案についての相談対応票の不訂正決

定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

相談対応票（特定受付番号Ａ）に記録された審査請求人に係る保有個人

情報（以下「本件対象保有個人情報」という。）の訂正請求につき，不訂

正とした決定は，取り消すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）

２７条１項の規定に基づく本件対象保有個人情報の訂正請求に対し，平成

２７年１２月９日付け北海相第２０５号により北海道管区行政評価局長

（以下「処分庁」という。）が行った不訂正決定（以下「原処分」という。）

について，審査請求人が提出した保有個人情報訂正請求書のとおり訂正を

求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求の理由は，審査請求書及び意見書によると，おおむね以下のと

おりである。 

（１）審査請求書 

保有個人情報訂正請求書の訂正請求の趣旨（全部削除）及び理由（相

談していないから。回答も受けていないから。）のとおり。 

（２）意見書１ 

審査請求人から，平成２８年４月６日付け（同月８日受付）で，意見

書１が当審査会宛て提出された（諮問庁の閲覧に供することは適当では

ない旨の意見が提出されており，その内容は記載しない。）。 

（３）意見書２ 

審査請求人から，平成２８年４月１３日付け（同日受付）で，意見書

２が当審査会宛て提出された（諮問庁の閲覧に供することは適当ではな

い旨の意見が提出されており，その内容は記載しない。）。 

（４）意見書３ 

審査請求人から，平成２８年５月１３日付け（同日受付）で，意見書

３が当審査会宛て提出された（諮問庁の閲覧に供することは適当ではな
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い旨の意見が提出されており，その内容は記載しない。）。 

（５）意見書４ 

審査請求人から，平成２８年６月２０日付け（同日受付）で，意見書

４が当審査会宛て提出された（諮問庁の閲覧に供することは適当ではな

い旨の意見が提出されており，その内容は記載しない。）。 

（６）意見書５ 

北海道管区行政評価局職員Ａが，審査請求人が送信したと主張するメ

ール 特定日特定時間Ａ→特定日Ａ時間不詳 北海道管区行政評価局 

職員Ｂの説明：特定日Ｂが祝日のため，翌日に受信した。 

総務省１１０番メール特定日特定時間Ｂ（総務省は日時不詳と主張）

→特定日Ｃ時間不詳 北海道管区行政評価局 受信年月日時間の記録が

ないと回答があった。嘘がばれるので教えないということである。５日

間が通常処理にかかる日数である。 

法務省メール 特定日特定時間Ｃ→特定日特定時間Ｄ札幌法務局 ９

日間が通常処理にかかる日数である。 

職員Ｂの説明は嘘である。総務省宛てメールが翌日に北海道管区行政

評価局に着くことはない。 

また，北海道管区行政評価局は嘘がばれるので，行政評価局の受理日，

北海道管区行政評価局の受理時間は記録がないと嘘を言っている。電子

メールの送受信に時間の記録がないということはあり得ない。法務省は

時間の記録がある。 

（７）意見書６ 

本件訂正請求に対する不訂正決定通知書の「訂正をしないこととした

理由」欄の中に，メールを受信していないにもかかわらず受信したと虚

偽の記載をしている箇所がある。 

（８）意見書７ 

○旧総務省のインターネット行政相談システム タイトル，在住都道

府県名 項目なし。自動配信メールなし 

総務省１１０番メール 

特定日特定時間Ｂ 総務省 → 特定日Ｃ時間不詳 北海道管区行政

評価局 ５日間かかった。 

北海道管区行政評価局職員Ａの審査請求人が送信したと主張するメー

ル（諮問第５１号のメール） 

特定日特定時間Ａ 総務省 → 特定日Ａ時間不詳 北海道管区行政

評価局 

北海道管区行政評価局 職員Ｂの説明：特定日Ｂが祝日のため，翌日

に受信した。 

○総務省のインターネット行政相談システム タイトル，在住都道府
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県名 項目あり。自動配信メールあり 

タイトル：公証倫理委員会 

特定日特定時間Ｅ 総務省 総務省で処理 北海道管区行政評価局に

自動送信せず。 

タイトル：特定日Ａに審査請求人がインターネットで申出 

特定日特定時間Ｆ 総務省 → 特定日特定時間Ｇ 北海道管区行政

評価局 

北海道管区行政評価局 職員Ｃの説明：在住都道府県名で自動的に送

信するシステムになっている。前日時間外の送信メールは，翌開庁日に

は受信される。 

職員Ｂの説明は，新システムの説明であり，旧システムには当てはま

らない。嘘である。 

旧システムで総務省宛てメールが翌日に北海道管区行政評価局に着く

ことはない。 

職員Ｃは，在住都道府県で判断し自動送信すると説明したが，タイト

ル：公証倫理員会は，北海道管区行政評価局に自動送信されていない。

職員Ｃの説明も，嘘である。 

また，電子メールで時間不詳はあり得ないことであり，職員Ａ，職員

Ｂらのねつ造である。 

（９）意見書８ 

審査請求人から，平成２８年７月１３日付け（同日受付）で，意見書

８が当審査会宛て提出された（諮問庁の閲覧に供することは適当ではな

い旨の意見が提出されており，その内容は記載しない。）。 

（１０）意見書９ 

   相談到着から回答まで１日 

（１１）意見書１０ 

   ア 北海道管区行政評価局職員Ａの主張する相談対応票記載の件名 

     遺言執行者が貸金庫を開扉できると記載された資料があると説明が

あったが，国税庁のホームページのどこに記載されているかを教え

てほしい。 

   イ 翌日回答（職員Ａの主張：北海道財務局職員Ｄから聞き取りした結

果を記載した） 

     「貸金庫の内容物に対する滞納処分」（中略）契約者が当該貸金庫

を開扉できる者を指定し銀行に届け出ることによって，その者が契

約者に代わって貸金庫の開扉ができるという見解が記載されている

ことを説明したものである。再度，上記について，丁寧に説明する

こととする。 

   ウ 特定銀行特定支店長 
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     代理人は，契約者が死亡した時に代理権が消滅するので貸金庫の開

扉はできない。（民法１１１条）今回の相続の場合，代理人（妻）は

貸金庫を開扉できない。 

   エ 札幌法務局職員Ｅの回答：札幌法務局はそのような資料があること

を承知していない。 

     北海道管区行政評価局職員Ａが虚偽の回答をしたことが判明した。 

     「貸金庫の内容物に対する滞納処分」（中略）契約者が当該貸金庫

を回避できる者を指定し銀行に届け出ることによって，その者が契

約者に代わって貸金庫の開扉ができるという見解が記載されている

ことを説明したものである。再度，上記について，丁寧に説明する

こととする。 

     → 論文に記載されていることを参考までに教えた。相続の場合に

代理人が開扉できるとは言っていない。再度，丁寧に説明した。（北

海道管区行政評価局職員Ｃ） 

     結論：２回も，代理人が貸金庫を開扉できると職員Ａは説明したと

主張されても，相続と国税滞納処分の扱いは違うので参考にならな

い。国税庁のホームページに遺言執行者の貸金庫開扉権限に関する

資料は記載されていない。神戸地判平成１１年６月９日判時第１６

９７号９１頁，遺言執行者には，遺言者が銀行との間で締結した銀

行貸金庫契約に基づいて有する貸金庫の開扉権限を肯定している。

ただし，あらかじめ遺言において開扉権限を付与しておく方法が望

ましいことは，預金の場合と同様である。（特定書籍） 

     国税庁のホームページに掲載されている「貸金庫の内容物に対する

滞納処分」と題する論文の参考資料として，全国銀行協会制定の

「貸金庫規定（ひな型）」が掲載されていることを参考までにお知ら

せした事実はあります。このことを，国税滞納処分の例の誤った根

拠に基づく回答と御指摘されているのであれば，当局としては，あ

くまで参考資料としての情報提供を行ったものであり，誤った回答

を行ったものではありません。また，当局から神戸地裁判決の説明

を行った事実はありません。（総務省） 

     → 総務省では，「貸金庫の内容物に対する滞納処分」という論文

はあくまでも貸金庫規定（ひな型）があることを教えたものである。

ひな型の情報提供であり，回答ではない。 

     結論：特定銀行の貸金庫規定があるので，ひな型は必要ない。 

（１２）意見書１１ 

   ア 特定日Ｄ総務省受付（審査請求人の総務省宛て手紙） 

     神戸地方裁判所の判例は特殊なものであり，銀行名，支店名，貸金

庫番号を記載し，銀行に届け出ておけば遺言執行者は公正証書で貸



 

5 

 

金庫を開扉できる。「貸金庫の内容物に対する滞納処分」（税務大学

校特定教授）と誤った回答をしたので，処分してほしい。 

   イ 特定日特定時間Ｈ総務省がメールで回答：特定日Ｅの説明を誤解し

たものである。 

     上記論文に「貸金庫規定（ひな型）」が掲載されていることを参考

資料としての情報提供を行った。誤った回答をしていない。神戸地

裁判決の説明はしていない。特定日Ａに問合せがあり特定日Ｅに回

答した。 

   ウ 特定日Ｆ事前相談 特定日Ａ問合せ特定日Ｅ回答の電話受理回答票

を開示してほしい。 

     特定日Ｇ開示請求 特定日Ａに行政相談した・・・ と書くように

指導を受けた。 

     特定日Ｈ開示 突如，特定日Ｂにインターネットで相談したことに

なっていた。 

     相談対応票（特定受付番号Ｂ） 特定日Ｂ：代理人の届出がなされ

ていないので開扉できない。 

     相談対応票（特定受付番号Ａ） 特定日Ｅ：「貸金庫規定（ひな型）」

の記載はなく，「貸金庫の内容物に対する滞納処分」（税務大学校教

授）に代理人が貸金庫を開扉できることが記載されていることを特

定日Ｂに説明したものである。（特定日Ｅに）再度，丁寧に説明する，

と記載があった。 

   エ 特定日特定時間Ｉ総務省へメール送信 

     北海道財務局職員Ｄは北海道管区行政評価局職員Ａから「本件につ

いて問合せを受けたことはない。」と回答している。職員Ａの「職員

Ｄに問合せをした」が正しいとした根拠は何か。 

   オ 特定日特定時間Ｊ総務省からメール受信 

     相談対応票に相談者からの相談内容，関係機関への照会等による調

査結果，相談者への回答の事実を記載しているから。（解釈すると，

北海道財務局職員Ｄに照会し，その回答を審査請求人に伝えた） 

   カ 特定日特定時間Ｋ北海道管区行政評価局職員Ｃと電話 

     北海道管区行政評価局職員Ａがインターネットで調べて，国税滞納

処分の場合に代理人が貸金庫を開扉できる例は，参考資料として情

報提供したものである。相続のことを回答したものではない。 

   キ 上記オとカのどちらが正しいか総務省に問い合わせた結果 特定日

特定時間Ｌ総務省からメール受信 

     相談対応票に記載されているとおりである。 

     これを解釈すると，職員Ａは，インターネットで調べて，遺言執行

者と代理人の区別がつかず，銀行名支店名貸金庫番号を銀行に届け
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をすれば貸金庫を開扉できると特定日特定時間Ｍに審査請求人に説

明した。その後，総務省から審査請求人の手紙について聞かれたの

で，特定日Ａに電話を受け特定日Ｅに「ひな型」を参考資料として

情報提供をした，と嘘をついた。その後，「特定日Ａ電話」の開示請

求があったので，特定日Ａ電話受け特定日Ｅに回答では，一度説明

したものを再度説明するのに，改めて電話をかけるのはおかしいと

思い，インターネットで特定日特定時間Ａ総務省受け特定日Ａに北

海道管区行政評価局で受理し，特定日Ｅ（審査請求人の携帯に受信

記録なし）に審査請求人に電話で回答したとねつ造したものである。

インターネットで照会した場合インターネットで回答する。電話で

回答はしない。 

     また，原処分について「なお，訂正請求の別紙（添付省略）２／２

の趣旨１０に記載されている事項のうち，税務大学校教授の論文に

係る事項については，当該相談事案の処理に際し，参考情報として

相談者に説明した事項に係るものであり，概要を簡潔に記載するこ

ととしている相談処理票に記載する必要はないものである。」と書い

てある。ゆえに，相談対応票（特定受付番号Ａ）調査結果の２参考

情報を説明した部分は記載しないこととなる。 

     ＜件名＞遺言執行者が貸金庫を開扉できると記載された資料がある

と説明があったが，国税庁のホームページのどこに記載されている

のか教えてほしい。 

     ＜正解・概要を簡潔に記載＞ 

     国税庁のホームページに遺言執行者の権限について記載された資料

はありません。 

     神戸地判平成１１年６月９日判時第１６９７号９１頁，遺言執行者

には，遺言者が銀行との間で締結した銀行貸金庫契約に基づいて有

する貸金庫の開扉権限を肯定している。ただし，あらかじめ遺言に

おいて開扉権限を付与しておく方法が望ましいことは，預金の場合

と同様である。（野田愛子（元札幌高裁長官）「家事関係裁判例と実

務２４５題」「新家族法実務体系④相続〔Ⅱ〕」雨宮則夫（元水戸家

裁所長）「遺産相続訴訟の実務」などこの判例を使い解説している資

料があります。）これ以外の参考情報は全部削除となる。 

 （１３）意見書１２ 

    北海道管区行政評価局職員Ａは，電話の時間不詳，氏名不詳の人物と

電話したばかりである。こちらの証拠は全て，携帯電話の受信記録を記

載している。 

    平成２８年（行個）諮問第５０号 特定日特定時間Ｎ行政相談委員Ａ

に相談 特定日Ｉ職員Ａ相談受け 翌日回答 
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    特定日Ｉ時間不詳に審査請求人に電話を掛けた。（受信記録なし）←

電話を受けていない。 

    特定日Ｊ 特定時間Ａのメールで「職員Ａが審査請求人に電話を掛け

た事実はありません。」と嘘を認めた。 

    特定日Ｂ 審査請求人に電話を掛けた 記録あり 特定時間Ｂ 

    平成２８年（行個）諮問第５１号 翌日回答 

    特定日Ｅ時間不詳に審査請求人に電話を掛けた。（受信記録なし）←

電話を受けていない。 

    平成２８年（行個）諮問第５２号 行政相談委員Ｂに 特定日特定時

間Ｏ相談 職員Ａファクシミリ受け特定時間Ｃ １時間３５分回答 

    特定日Ｋ時間不詳，札幌法務局氏名不詳の人物に電話を掛けた。←札

幌法務局は否定した。 

    特定日Ｋ時間不詳，札幌法務局氏名不詳の人物から電話があった。←

札幌法務局は否定した。 

    特定日Ｋ 審査請求人に電話を掛けた。記録あり特定時間Ｄ 

    特定日Ｌ行政相談委員Ａに，前回と同じ相談（職員Ａのねつ造相談で

はないもの）をした。北海道管区行政評価局職員Ｃが札幌法務局に問合

せしているが，いまだに回答はない。（特定日Ｍ）これは，担当者が回

答案を作り係長課長に回答内容を確認するため時間がかかる。ゆえに，

職員Ａは，札幌法務局氏名不詳の人物に電話していない。札幌法務局の

見解は「回答する立場にない。」ですぐに回答できる案件であるが，１

時間３５分で回答することはあり得ない。 

 （１４）意見書１３ 

総務省大臣官房政策評価広報課情報公開渉外係では，特定日特定時間

Ａ審査請求人が行政相談したメールは存在しないと回答している。 

 （１５）意見書１４ 

    相談内容：遺言執行者が貸金庫を開扉できると記載された資料がある

と説明があったが，国税庁のホームページのどこに掲載されているか教

えてほしい。 

    別添メール（添付省略）：主たる内容は遺言執行者の権限に関するも

のであり，「貸金庫の内容物に対する滞納処分」の中の貸金庫規定のひ

な型は参考情報として説明したので，記載しなかった。 

    同様に，「貸金庫の内容物に対する滞納処分」の国税の滞納の場合代

理人が貸金庫を開扉できるも参考情報なので，全て削除する。遺言執行

者について記載した部分のみを記載する。 

    なお，国税庁のホームページに遺言執行者の貸金庫開扉権限について

掲載された資料はない。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 
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諮問庁の説明は，理由説明書によると，おおむね以下のとおりである。 

１ 審査請求の経緯 

平成２７年１１月１０日付けで，処分庁宛て，法に基づき，下記２の行

政文書について訂正請求があった。処分庁は，請求に係る保有個人情報に

ついて，存在していないと判断できる具体的根拠がないとして，同年１２

月９日付けで，保有個人情報を訂正しない旨の決定を行った。 

本件審査請求は，上記不訂正決定を不服として，平成２７年１２月１８

日付けで，諮問庁に対し行われたものである。 

２ 訂正請求の対象となった保有個人情報の名称等  

本件訂正請求の対象となった保有個人情報は，処分庁が，審査請求人か

ら特定日Ａ付けで受け付けた相談についてその処理状況を記載した相談対

応票（特定受付番号Ａ）である。 

３ 審査請求の理由 

審査請求人は，そもそも，処分庁に対し，本件相談を行っていないこと

から，当該相談対応票を削除すべきである。 

４ 諮問庁の意見等 

（１）諮問庁の意見 

諮問庁が，処分庁を通じて，北海道管区行政評価局で事案処理を行っ

た職員に確認した結果，相談対応票に記載のとおりであることを確認し

た。 

また，本件相談は，相談対応票に記載のとおり，１１０番メール（イ

ンターネット）で申出があったものであり，特定日特定時間Ａに，北海

道管区行政評価局のメール受信ボックスで，氏名，電子メールアドレス，

郵便番号，住所，電話番号が全て審査請求人と同じ相談の申出を受信し

ていることを確認した。 

（２）結論 

以上のとおり，審査請求人の訂正請求に理由があるとは認められず，

不訂正とした原処分を維持することが相当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２８年３月１７日  諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年４月８日      審査請求人から意見書１を収受 

④ 同月１３日       審査請求人から意見書２を収受 

⑤ 同年５月１３日     審査請求人から意見書３を収受 

⑥ 同年６月２０日     審査請求人から意見書４を収受 

⑦ 同月２９日       審査請求人から意見書５及び意見書６を

収受 
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⑧ 同年７月４日      審査請求人から意見書７を収受 

⑨ 同月１３日       審査請求人から意見書８を収受 

⑩ 同月１９日       審査請求人から意見書９を収受 

⑪ 同月２６日       審議 

⑫ 同月２７日       審査請求人から意見書１０を収受 

⑬ 同年８月１日      審査請求人から意見書１１を収受 

⑭ 同月２９日       審査請求人から意見書１２ないし１４及

び資料を収受 

⑮ 同年９月１２日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件訂正請求について 

（１）本件訂正請求は，法２８条１項の規定に基づく訂正請求である旨が記

載された「保有個人情報訂正請求書」と題する様式によって行われてお

り，その「訂正請求の趣旨及び理由」欄には，その趣旨として「全部削

除」と記載され，その理由として「相談していないから。回答も受けて

いないから。」と記載されていると認められる。 

（２）処分庁は，本件訂正請求に対し，北海道管区行政評価局に対する「イ

ンターネットによる行政相談受付」の受信ボックスに開示請求者本人か

らの行政相談の申出を受理していること，当該行政相談に対する調査，

回答等を行っていることが確認できたことから，当該訂正請求には理由

がなく，法２９条の保有個人情報の訂正をしなければならない場合に該

当しないとして，不訂正とする原処分を行った。 

（３）以下，原処分の妥当性について検討する。 

２ 原処分の妥当性について 

（１）本件訂正請求は，上記１（１）のとおり，法２８条１項の規定に基づ

く保有個人情報の訂正請求として請求されたものであるが，その趣旨及

び理由をみると，審査請求人は，処分庁が本件対象保有個人情報を保有

していることの前提となる，特定日に当該行政相談をしたこと自体を否

定し，そのことをもって本件対象保有個人情報の削除を求めているもの

と解され，そのことは，審査請求書及び意見書の記載からも明らかであ

る。 

（２）訂正請求及び利用訂正請求について 

ア 法は，①正確でない個人情報に基づいた行政処分等により，本人が

不測の権利利益侵害を被ることを未然に防止するため，開示請求を受

けた保有個人情報について必要な訂正を請求すること（法２７条１

項），及び，②行政機関における個人情報の適正な取扱いを確保する

趣旨から，開示請求を受けた保有個人情報について，適法に取得され

たものでないとき，利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されて
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いるとき又は所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の

目的で利用又は提供されているときにおいて，当該保有個人情報の利

用の停止，消去又は提供の停止（利用停止）を請求すること（法３６

条１項）ができると定めている。 

イ また，上記の各請求があった場合，行政機関の長は，当該請求に理

由があると認めるときは，上記①については，当該訂正請求に係る保

有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で当該保有個人情報の訂

正をしなければならず（法２９条），上記②については，当該行政機

関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で，

当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならな

い等（法３８条）と定められており，その判断は，それぞれの法の趣

旨に照らして，適切に行われる必要がある。  

（３）以上を踏まえ，原処分について検討すると，訂正請求と利用停止請求

は，法の規定するとおり，その趣旨や目的も異なる別個の手続であり，

これに対する行政機関の長の判断も，異なる観点から行われるべきもの

であるところ，本件に係る請求は，形式的には訂正請求として請求され

ているものの，本件の請求書の趣旨及び理由の記載によると，上記（１）

のとおり，相談対応票の削除を求めていると認められ，これを法の規定

に照らすと，請求者（審査請求人）は本件対象保有個人情報の利用停止

（削除）を求めているものと解するのが適当である。 

（４）訂正請求及び利用停止請求は，いずれも法に基づく開示決定等により

開示された保有個人情報について請求するものであるが，その的確な区

分を請求者に求めることは容易ではない。一方，その請求の別によって，

行政機関の長の判断基準が異なることを勘案すると，行政機関の長は，

請求者が適切な請求を行えるようにするために，法４７条１項の趣旨に

のっとり，請求者の請求の趣旨等を的確に捉え，必要な手続を案内する

などの措置を講ずる必要がある。 

（５）本件に係る請求は，当該請求書の記載から，処分庁において，訂正請

求ではなく，利用停止請求の趣旨であることを判別可能であったと認め

られるにもかかわらず，形式的に訂正請求として受付，決定等を行った

ものと認められ，請求者に対し必要な確認や利用停止請求に関する案内

等を行ったこともうかがわれないことから，法４７条１項が規定する適

切な措置が講じられていたとはいえず，結果的に当該請求に係る手続が

適切に行われたとは認められないことから，原処分は不当であるといわ

ざるを得ない。 

（６）したがって，諮問庁は，本件請求について，原処分を取り消して，利

用停止請求として改めて取り扱った上で，決定を行う必要がある。 

３ 本件不訂正決定の妥当性について 
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   以上のことから，本件対象保有個人情報の訂正請求につき，その全てを

不訂正とした決定については，本件訂正請求は，利用停止請求として処理

すべきものと認められるので，取り消すべきであると判断した。 

（第１部会）  

委員 岡田雄一，委員 池田陽子，委員 下井康史 

 

 

 




